
大阪家庭裁判所主催
令和５年度 憲法週間行事

成年後見制度説明会

よく分かる！成年後見制度

～申立てから後見開始までの流れ～
令和５年５月２４日（水）
午後２時から午後３時頃まで

Zoomによるオンライン配信で開催

お問合せ：大阪家庭裁判所事務局総務課広報係 06-6943-5692（平日AM9:00～PM5:00）

申立てをした方が
良いのかな？
迷う・・・

成年後見制度しか
選択肢はないのかな？

必
要
な
も
の

応
募
方
法

・Zoomを利用できる環境
・パソコン、タブレットまたは
スマートフォン
（大きい画面を推奨します。）

fc.oos.koho@wm.courts.jp
(→のコードで読み取れます。)
宛てに、以下の事項を記載して
メールを送ってください。
件名：憲法週間行事申込み
本文：①氏名②電話番号③質問事項(任意)

申
込
期
間

申
込
後
の
流
れ

５月９日（火）～５月２２日（月）
（先着順。定員に達し次第、受付終了）

※期間外の申込みは無効です。

①申込みから一週間以内に、申込み時のメールアドレ
スに返信する形で、参加の可否をお知らせします。

※@wm.courts.jpのドメインを受信できるように設定をお願いします。

②参加可能な方に対しては、参加に必要なＵＲＬ、
ミーティングＩＤ、パスコード等をお知らせします。

③当日は、開始時間までにZoomにアクセスし、
ミーティングルームに入室してください。

※録音・録画、ＳＮＳへの投稿等は禁止です。
※Zoomの使用や操作、各自の通信環境による当日の通信トラブルに
対しては、ご自身でご対応をお願いします。

※お寄せいただいた質問は、企画等の参考にさせて
いただきます。いただいた質問の全てにお答えする
ことはできかねますので、ご了承ください。

※申込みの際にいただきました情報は、本行事の事務
のみに使用し、それ以外の目的には利用しません。

申立てどおりに
認めてもらえる
ものなのかな？

裁判所の人の話を
直接聞けると
いいんだけど・・・

成年後見制度に関心のある方は、ぜひご参加ください。
個別具体的な事案についてお答えすることはできませんが、

一般的な手続の流れをご説明した上で、
事前に裁判所に寄せられた質問の中で、
比較的多い疑問にお答えいたします。

大阪家庭裁判所のYouTubeチャンネルができました。
よろしければご覧ください。

参加無料（※）
定員５０人

※参加に伴う通信費等は
参加者負担です。


